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家庭科教育で育てたいジェンダーフリ－

－夫婦別姓選択制をめぐって－

富士栄登美子

OnDevelopingStudents，Gender-fiPeeMindsinHomeEconomicsEducation

-RegmdingtheSepamteSumamesSystemfbrHusbamdandWifb－

ＴｏｍｉｋｏＦＵＪＩＥ＊

(RecievedOct、31,1996）

Summary

“Gender,,isthetermusedtodistinguishbetweentheconditionbeingmaleorfemale・Gender

distinctionisgenerallyobservedinasocietyorculture・InJapan，abillrelatedtogenderissues，

the“SeparateSurnamesSystem”，wassubmittedtotheDiet，ｂｕｔｉｔｗａｓｎｏｔｐａｓｓｅｄ・According

totbeSystem，ｗhｅｎａｍａｎａｎｄａｗｏｍａｎｇｅｔｍａｒｒｉｅｄ，theymustmakeadicisionregarding
theirsurnameashusbandandwife・

Byinquiringintothestudents，awarenessoftheseparatesurnamessystemforhusbandandwife，

andtakingupexpectedproblemsderivedfromtheSurnamessystem，thepresentstudyintendsto

evaluatｅtheeffectivenessoftbedebatetypelectureindevelopingthestudents，gender-freeminds

whichwillbroadentheircomprehensionofsexualequalityandfreethinkingwithoutslavishad-

herencetosexualdifferences．

１はじめに ンダーフリーの感覚を育て、社会的視野の拡大を

求めた。

実際には、まだまだ多くの法律的不利がある。

それでも、なぜ別姓にこだわるのか。制度として

の結婚でない結婚形態をとる男女が増えつつある

ように、制度としては、夫婦同姓を取りながら、

実際は別姓で生きるという在り方を取ろうとする

生き方がある。今、揺れているこの制度を取り上

げながら、現代の大学生の考えを聞いてみること

にした。

今回発表のあった中央教育審議会の第一次答申

においても、大きく打ち出された中に「生きる力」

を育てるとある。家庭科教育でつけたい力にも、

人間らしく自立して生きていく力と人間関係など

人とのコミュニケーション能力を育てることがね

らいとしてあげられる。人間の「生きる」過程に

ジェンダー（Gender）とは、男女の社会的文

化的につくられた性差を指し、社会通念となって、

私たちの頭の中に固定化されている。いわば、つ

くられた男らしさ、女らしさである。その人らし

きとは、自分でつくるものであり、ジェンダーに

とらわれない、自由なものの見方、考え方をした

い。

夫婦同姓は、とりわけ女性が改性するの力靜慣習

のようになっているが、これとて、つくられたジェ

ダーであると捉えることができる。夫婦別姓結婚

は、ひとつの形態として認められつつあるように

みえたが、今回、国会で見送られた。夫婦別姓選

択制をめぐって、ディベートの授業形態を取りな

がら、今日の大学生の意識を探り、学生たちにジェ

＊HomeEcon.，ＣｏｌＬｏｆＥｄｕｃ.，Univ・ｏｆｔｈｅＲｙｕｋｙｕｓ
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おいて、いわゆる「結婚」がある。そして、そこ

には、何よりコミュニケーション能力が要求され

る。「夫婦別姓に賛成か反対か」、「なぜ、結婚

するのか、しないのか」ディベートの授業形態を

とることの効果もみてみたいと思う。

「家族からはじまる小苔なデモクラシー」

(BuildingtheSmalIestDemocracyattheHeart

ofSociety）の標語のもとに、1994年は国際家族

年であったが、今の大学生は家庭科の授業におい

て家族について考えることをしただろうか。調査

対象になった学生たちには、調査に入る前に、映

画「クレイマー、クレイマー」を教材にして、夫

婦の問題を取り上げた授業をしている。

まだまだ日本は男性中心社会であり、旧態依然

とした「家」意識が根強く残っていて、女は結婚

してこうあるべきとか、男というものはこういう

ものであるなどのような固定化されたジェンダー

がある。学校教育の場においても、男女を分け、

昔からそうなっている、当たり前じゃないかとす

りこんできた部分があったように思う。

家庭の中の民主化の観点から、性差にとらわれ

ないジェンダーフリーの価値観があることを家庭

科教育の中で教えたい。

一般的に、女性が一方的に負担のかかる家庭な

ら結婚したくないとする生き方が増えているのは

自然であろう。少子化にもつながっている。しか

し、調査対象になった大学生については、どうだ

ろうか。ジェンダーによる性差を見直していくこ

とは文化や社会を変えていくことになる。そのた

めに果たす家庭科教育の役割は大きい。ふだんの

生活を見つめ直し、社会の抱えるさまざまな問題

にかかわる。家庭科教育には、このような積極的

な意味が含まれているのである。

２～４年次９２名（女子63名、男

子29名）

調査日：1996年５月（民法改正案の国会へ

の提出が見送られた頃）、９月

調査方法：自記式質問紙法（数字の単位は％）

３研究の結果

(1)夫婦別姓について（単位％）

◇婚姻後の姓は

・配偶者と同姓にしたい（87.3）

・配偶者とは別姓にしたい（2.5）

・戸籍上は同姓にし、呼称として法的に旧

姓を使用する（5.1）

・全く別の新しい姓とする（0.0）

・その他（わからない）（5.1）

図１婚姻後の姓は

呼称として便

配偶者と別姓（

豆配偶者と同姓（87.3％)言
~

三一三

一

◇子の姓は

・結婚時定めた一方に統一する（87.3）

・出生のつど夫婦が協議して決める（5.1）

・途中で父親の姓から母親の姓（その逆）

に変更可（2.5）

・その他（５１）

図２子の姓は
２研究の方法

その他

出生のつど決める（5．

ことが

(２５％）

後述のような項目のアンケート調査を行い、そ

の結果を踏まえて、ディベート授業を展開し、価

値観にかかわる問題を提起した。およそ、４ケ月

後、今度は、問題提起に対する回答を記述させ、

ジェンダーフリー観などを深めていった。

調査対象：琉球大学教育学部「家庭」受講学生
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◇身近に、夫婦別姓の人がいる（6.7％） 男子たるものがこの戸籍筆頭者となるのが当たり

前とする固定化された社会通念が無意識のうちに

働いているのである。まさに、それが男というも

のだとするジェンダー意識である。反対に、戸籍

筆頭者になれなかった男性は、見えない軋礫を受

けているのかもしれない。
{．－

ｉ中縄県でも、女性は夫の姓をなのり、夫の「家」
え【ナ・）ぉな。）

の成員'二なる。兄弟と姉妹問の「おなり神」の信

仰（姉妹は結婚後も兄弟を霊的・呪的に庇護する）
ヤー

に支えられた結びつきを、男系Ｂ０な「家」の原理

が断ち切ったとみることができる。'１１

デイベート授業の４ケ月後、もう一度別姓問題

にもどって、記述させた。その結果の一部が以下

のとおりである。当初、ねらっていたジェンダー

フリー観の育成と社会的視野の拡大については、

およそ達成できたのではないかと感じている。

「女性が婚姻の後、男性の姓になることを不思

議と思ったことはなかった。当たり前だと思って

いた。だから、夫婦別姓問題もそんなに関心はな

かった。だが、授業を受けていくにつれて、夫婦

の姓の在り方について考えるようになった。夫婦

別姓を主張するかどうかは別として、女性を－人

の人間としてみてもらいたいと思う。」（３年）

「現行の夫婦同姓の問題点は、妻が改姓するの

が当然としているところにある。－人ひとりの価

値観は違うのだから、選択的夫婦別姓制度がいい

と思う。結果として夫の姓になっても。」（２年）

「自分の姓を持つことは、とても大切だと思う

ようになりました。身近に、結婚しても旧姓を芸

名として使っている人がいます。便宜上の問題だ

けではないのです。」（４年）

「女性の地位が向上しても、女性の意識が変化

したとは思えません。個人的には、自分の姓を女

性の姓に変えること、ちょっと抵抗があります。

しかし、夫婦というものの根本を見つめた時、姓

はどちらでもよいという考えにたどり着くような

気もしました。」（２年）

「まだまだ、女子の社会的地位は低く、男女平

等の社会を実現させるためにも、男尊女卑によっ

てつくられた形式を変えようとする意志の表れで

はないのか。」（２年）

「男女平等が位置づけられている今、女性が男

性の姓を名乗ることに疑問を感じ始めたのではな

調査結果からみてもわかるように、別姓を望ん

でいる学生は少数である。一人の頭の中には、ど

ちらの考えも交錯しているため、実際には、対立

意見が半数ずつでない。ディベート授業にするに

は無理がある。そこで、何故別姓にこだわるのだ

ろうか？との問に対して答える形をとりながら、

進めてみることにした。（Ｓは賛成、Ｈは反対意

見）

Ｓ夫婦の姓が異なっても、夫婦であることに

変わりはない。

Ｈしかし、夫婦間に子供が生まれた場合、ま

た離婚した場合にも子の姓をどうするかが問

題だ。

Ｓ女･性の社会進出を考えると、別姓のまま、

結婚という形にとらわれず、一緒に暮らす男

女も増えてくるように思う。

Ｈしかし、それは、同棲であって、益々女性

にとって不利であるし、内縁関係を認めてし

まうことになる。

Ｓ諸外国をみてみると、「どちらか一方の

姓」、「別姓」、「複合姓」など自由に選択

できる制度がある。日本は、どちらかの姓に

決めなければならず、改姓した者は、何かこ

とある度に改姓を強いられる。それが多くの

場合女性である。

Ｈ制度として認められたとしても、個人的に

は夫婦は同姓の方がいいと思う。その方が、

何か絆で結ばれている感じがする。

Ｓ個として独立していくためには、自分の姓

をもつということは大切だと思う。法律的不

利があっても、夫婦別姓選択制になれば、改

善されていくのではないだろうか。

夫婦別姓の問題は、単に不平等であるとか、馴

染んだ姓を捨てるのは嫌だとかの主張ではない。

この姓の問題を通して、女性への不平等に気づき、

見直して欲しいことも主張したくて別姓でいるの

ではないのだろうか。

何故、女性のほとんどが改姓するのだろうか。

それは、決めた氏の方の者が、戸籍筆頭者になる

からである。かつての、戸主である。すなわち、

－２１７－
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（0.0）

(38.0）

･物理的

･その他

いでしょうか。」（２年）

「女`性にとっても、男性にとっても、結婚によっ

て、姓が変わるのはとても不便な事であり、女性

だけの問題ではないのです。」（２年）

「女`性はこれまで使っていた姓を変えなくても

済むことにより、仕事にも影響することはないよ

うに思えます。また、未婚女性にとっても姓が変

わらないからといって、結婚などのプライバシー

の問題に触れられないで済みます。」（２年）

「ひとつの家族で、違う姓が存在することは、

よそよそしく感じます。伝統を重んじる所では、

家族はひとつの姓という考えが強いだろうと思い

ます。」（２年）

図４結婚すると思う理由は

刃
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鰯
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剃
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愛
鰯
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窺

霊,責BPI岡i祠]勺１，#q日的轆聖，旱の岨

＊結婚する理由が－つだけではないときは全

て、その他"に入れた。

未婚化現象が社会現象となっている現代である

が、８３％の学生は、結婚すると思うと答えてい

る。現在、未婚の人も、結婚はしたくないわけで

はない。では、何故結婚するのか、何故結婚しな

いのだろうか、を聞いてみた。

（Ｓは結婚する、Ｈは結婚しない理由）

ｓ一緒にいたいから。

Ｈ縛られたくない。

ｓ孤独にたえられない。

Ｈ一人でいたい。

ｓ好きだから。

Ｈ愛することができない。

Ｓ社会的に安定する。

Ｈ仕事をしたい。

Ｓ幸せになれる。

Ｈ必ずしも幸せにつながらない。

Ｓ子供が欲しい。

Ｈ子供は欲しい、しかし結婚はしたくない。

Ｓ経済的に楽になる。

Ｈ経済的に自立しているから。

ｓ離婚可能な人と結婚したい。

Ｈどうせ別れるなら結婚しない方がいい。

ｓ男女それぞれの役割を果たせばいい。

Ｈ性別役割分担意識による女性の荷重負担で

ある。

ｓ子供を育てる喜びを味わいたい。

Ｈ親になることへの不安がある。

ｓ既婚シングルの考え方もある。

「夫婦別姓」について意見を述べあっていくう

ちに、多くのことを考えてくれた。

結婚、女性の位置、男女の役割、ジェンダーフ

リー、自立する力、家族、等々についてである。

．なぜ人は結婚するのだろう

・家庭の中の女性の位置

についての調査結果を以下に示す。

（調査条件などは、前述と同じ）

(2)＿結婚について

◇結婚すると思う

・はい

．いいえ

・その他

(単位％）

(83.1）

（3.9）

(13.0）

図３結婚すると思いますか

その他

いいえ（３９％

一三＝

◇結婚する理由は

・経済的

・肉体的

・精神的

（0.0）

（0.0）

(62.0）
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Ｈ結婚とは、相手を養うもの、相手に従うも

のとする考え方に強く反発する。

性49.5％、女`性50.5％

調査日：1996年５月25,26日

調査方法：調査対象者に直接面接して回答し

てもらう方法

回収率：66.5％

「人は何故結婚するのか」考えてみた。結婚の

在り方、生き方は、人によって千差万別であり、

結婚にはマニュアルはないのである。しかし、結

婚にもルールがあり、人と人とのコミュニケーショ

ン能力があるかないかは、重要な要素になる。

未婚化現象の要因は、未婚者その人にだけあるの

ではなく、目の当たりにする夫婦像や社会構造に

もあるのではないかということを学生の記述から

読み取ることができる。

◇夫婦が同姓または別姓のいずれかを選ぶこと

ができる「選択的夫婦別姓制度」の導入を政府

が検討していることを知っている。（89.5％）

◇この制度の導入に

・賛成（20.8％）

．どちらかといえば賛成（24.3％）

．どちらかといえば反対（30.2％）

・反対（21.1％）

◇導入に賛成する理由

・個人の自由を尊重すべき（64.8％）

・自分の名字を大切に思うのは夫婦ともに同

じだから（29.8％）

◇導入に反対する理由

・夫婦や家族の一体感が薄れるから(60.4％）

・子供の名字をどちらにするか難しいから

（52.5％）

◇結婚後

・相手の名字にした（45.1％）

・名字を変えていない（39.7％）

◇制度が認められた場合

く結婚している人に＞

・別姓にしたい（2.4％）

・今のままでよい（80.8％）

＜結婚していない人に＞

・別姓のままでいたい （3.5％）

・同姓にしたい（42.7％）

．特にこだわらない（52.4％）

◇選択的夫婦別姓制度への賛否は年代間で大き

な落差があった。

・２０代の女性賛成（72.5％）

・６０代の女性反対（70.0％）

(3)家庭の中の男女の位置（単位％）

◇身近な夫婦を想定して

その夫婦間は全く対等と感じますか。

はい（50.6）いいえ（43.0）その他（6.3）

◇家庭の中での女性の位置はどう思いますか。

高い（8.9）低い（41.8）対等（40.5）

その他（8.9）

◇家庭の中での男性の位置はどう思いますか。

高い（53.2）低い（6.3）対等（34.2）

その他（6.3）

夫婦間は対等だと感じている者が、約半数。

しかし、質問を変えて、女性の位置、男性の位置

はどうかとの問に対しては、対等と感じている者

は、半数に至らない。むしろ、女性の位置は低い

と感じ、男性の位置は高いと感じている者が半数

である。

４選択的夫婦別姓に関しての世論調査

く日本世論調査会による調査結果＞

これは、琉球新報６月３日付朝刊にて発表され

たものである。(2)

日本世論調査会とは、共同通信社とその加盟社

で組織している世論調査機関で、調査は同会の委

託を受け、共同通信調査センターが担当している。

この調査の方法

対象：全国250地点から20歳以上の男女

3000人を層化二段無作為抽出に

より選んだ。回答者の内訳は、男

今回の世論調査では、結婚後、相手の氏に変え

た人が53.5％、変えなかった人が46.5％であった。

男女の内訳は明らかにはなっていないが、現実に

は、結婚改姓をするのは、98.5％が女性であると

いわれている。では、選択的夫婦別姓制度導入に

－２１９－
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encouragingcoeducationandothertypesofedu-

cationwhichwillhelｐｔｏａｃｈｉｅｖｅｔｈｉｓａｉｍａｎｄ，

ｉｎparticular，bytherevisionoftextbooksand

schoolprogrammesandtheadaptationofteaching

methods；「すべての段階及びあらゆる形態の教

育における男女の役割について定型化された概念

の撤廃を、この目的の達成を助長する男女共学そ

の他の種類の教育を奨励することにより、また、

特に、教材用図瞥及び指導計画を改訂すること並

びに指導方法を調整することにより行うこと。」`’

1989年３月文部省による学習指導要領の改訂

で、1993年度から、技術・家庭科においては、

これまで技術領域、家庭領域を男女が別々に履修

していたスタイルを改め、男女が一緒に共通の領

域を履修する男女共通履修となった。1994年度

には、高等学校家庭科がこれまで、家庭一般女子

のみ必修だったのを、「家庭一般」、「生活技術」、

｢生活一般」のうち、一科目が男女共通の選択必

修となり、男子も、生活者としての自立を目指す

家庭科教育を履修するようになった。実質的な意

味でのジェンダーフリー教育実現へのはじめの一

歩だったのである。

対してどうか。この制度の導入に賛成（20.8％）、

どちらかといえば賛成（24.3％）、併せると45.1

％の人が賛成している。しかし、制度が認められ

た場合、別姓にしたい（2.4％）、今のままでよ

い（80.8％）である。結婚している人にとっては、

今ざらであり、かえって困るのであろう。では、

結婚していない人はどうだろうか。別姓のままで

いたい（3.5％）、同姓にしたい（42.7％）、特

にこだわらない（52.4％）で、このことは、個人

の自由を尊重したいという気持ちの現れでもあり、

手探り状態での迷いを感じる。

この他、毎日新聞社が行った世論調査では、女

'性の56％が夫婦別姓に賛成だが、自分は同姓に

したい女性は80.5％であった。'３’

５家庭科と女子差別撤廃条約

一人一人がお互いに人間として大切にし合う社

会、それが女子差別撤廃条約（「女子に対するあ

らゆる形態の差別撤廃に関する条約」）の目指し

ているものである。この条約は、1979年12月第

34回国連総会で採択された。日本は、1985年６

月に批准した。第２条に締約国の差別撤廃義務が

あり、締約をした国は、法律上の規定が平等になっ

ているかはもちろん、事実上も平等になっていな

ければならない。本研究に関係する項について、

検討してみることにする。

女子差別撤廃条約第16条１項（９）：Thesame

personalrightsashusbandandwife，including

therighttochooseafamilyname，aprofession

andanoccupation；「夫及び妻の同一の個人的

権利（姓及び職業を選択する権利を含む。）'い

民法750条「夫婦は、婚姻の際に定めるところ

に従い、夫又は妻の氏を称する」(5)

夫婦は婚姻届の際、必ず夫婦共通の氏としてど

ちらかの氏を決めなければならない。姓を変えた

くなくて、婚姻届を出さない夫婦、旧姓使用を認

めない職場で悩む女姓もいる。結婚、離婚、再婚

の度に‘姓，の問題に直面して苦しむ多くは、女

性と子供たちである。

第10条（c）：Theeliminationofanystereo-

typeｄｃｏｎｃｅｐｔｏｆｔｂｅｒｏｌｅｓｏｆｍｅｎａｎｄｗｏｍｅｎ

ａｔａｌｌｌｅｖｅｌｓａｎｄｉｎａｌｌｆｏｒｍｓｏｆｅｄｕcationby

６教育とジェンダーフリー

学校教育の中においても、男女の意識を無意識

の内に分けてしまおうとしていた。男女の意識が

あると、女子、男子で束ねてしまったり、また、

男子と女子を比較して、見てしまいがちである。

性別にとらわれなければ、性で束ねることなく、

一人一人の児童生徒として見えてくる。'７１

固定的な考え方は、可能性を閉じてしまう。人

間として人間らしく生きる力を、人間としての可

能性を引き出すのが教育であるはずである。社会

の都合で固定的な概念で束縛してしまったら、人

間の可能性は阻害されてしまうかもしれない。様々

な価値観が尊重される社会でなければならない。

その社会をつくり出すのは、今の子供たちである。

性別にとらわれないジェンダーフリーの考え方を

育てたいものである。別姓は、人生の選択の幅を

広げたいという主張でもある。女もしていいんだ

という主張をしないと、固定概念はなかなか崩れ

ない。
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富士栄：家庭科教育で育てたいジェンダーフリー

家庭は男女二人が創っていくもの、家事なども

二人がするものと思って、小さいときから育って

きた人は自然にそういう関係になれる。しかし、

40歳過ぎまで家事は女性がするものと思って育っ

てきた男性（女性）を変えるのは、なかなか難し

い。小さいときに社会通念を身につけてしまうか

らだ。

‘女が男を守る島，、この標語をある特別展で

目にした。沖縄県の県民性がよく出ている表現で

ある。ここには、かつて、アメリカに統治されて

いた歴史がある。生活の中で、アメリカ人夫婦の

様子から、小さなデモクラシーを見ることができ

た。また、海で働く夫をもつ妻がいる。いつ夫を

失うかもしれない。女`性たちは、当然、自立して

いなければならない。しかも、女だからといって

許される部分は無いに等しい。エイサー（太鼓を

使った踊り）を見ても、塗りの夫婦箸を見ても、

ジェンダーは感じない。

受講学生のうち、沖縄県の学生は56.7％で、そ

の内の57％が有職にある母親をもっている。

従い、夫又は妻の氏を称する」、ここで、夫又は

妻の‘姓，を称するとしていないことに気づく。

実態としては、98.5％の女性が改姓を当然のこと

としてきたのである。

姓を決めるとき、多くの場合、それをfamily

nameと捉える。婚姻によって家族の一員となる、

いわゆるその「家」に入るとする考え方である。

改姓した者が、改姓しなかった者の家に婿入りま

たは、嫁入りするのである。廃止きれたはずの

｢家」意識が、現前とまだ残っている。法律上は

差別がなくても、事実上はまだである。つまり、

同姓同士の結婚であっても、一方のＡ家から他方

のＡ家へ入籍する。同姓であっても同氏ではない

のである。すなわち、夫婦別姓の問題は夫婦別氏

にならなければ解決しない。

もう早、長男長女時代になりつつある。別姓結

婚やむを得ずの時代がくる。その時は、「家」意

識でない姓の選択であって欲しく思う。

筆者自身は、ｆｉ鱈tnameを主とする視点をもっ

ている。個人と個人の婚姻であり、どちらかに決

めなければならないから、新姓としておくだけで

あって、firstnameは活き続けている。従って、

通称として旧姓を使わなくても、firstnameを使

えればいいと思う。島の人達力碆同姓だとしたら、

自然に、firstnameを使うようになる。むしろ、

新姓をペンネームと考え、心の中では、旧姓は活

きている。改姓した者は、２つの姓を持つことに

なると思うとRichHeartになれるではないか。

そして、終わりは、生命を産み出してくれた母の

子宮へもどりたいと思うようになった。それは、

子宮の形をしている沖縄の立派な墓を見てからで

ある。

夫婦別姓の問題は、実は、墓の問題でもあった。

この問題は、両者とも、制度上はなくなったとは

いえ、依然として残っている「家」意識に根があ

るといえる。それを守っていくのも自由なら、そ

れに縛られたくないと感じる自由もあっていいは

ず。氏を同じくする家族集団でつくる戸籍制度を

変えていかなければ、夫婦別氏、墓の問題は難し

い。人間の意識構造が変わらなければ、社会構造

は変わらない。否、意識が変われば、構造を変え

ていくことができる。男女のタテ構造をヨコ構造

に修正していくことは、現在最も必要なことなの

７おわりに

明治のその昔、女性は、「第二伯爵夫人」のよ

うに、夫の肩書きの傘の下にあり、姓はおろか名

さえ使われなかったのである。現在の「誰々の奥

さん」との呼び方と同じである。平成の今や「わ

たしは、誰？」と思い始めたのである。まさに、

自分探しの始まりである。

明治の初めに、町民や農民など一般庶民も姓を

もつことが許された。

1876年（明治９年）大政官指令「伺之趣婦女

人二嫁スルモ価ホ所生ノ氏ヲ用ユヘキ事、但夫の

家ヲ相続シタル上ハ夫家ノ氏ヲ称スヘキ事｣'8’

明治民法施行の時まで、妻は婚姻後も「所生ノ

氏」を称していた。つまり、夫婦別氏である。

1898年（明治31年）明治民法（旧民法）が施

行された。「戸主及上家族ハ其の家ノ氏ヲ称ス」

｢妻ハ婚姻二因リテ夫ノ家二入ル」i，’「氏」すな

わち「家」、「家」すなわち「氏」を表し、強固

な「家」制度であった。

1947年民法改正、現行民法が施行される。民

法第750条「夫婦は、婚姻の際に定めるところに
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